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利用者：　　　　　　　　　　　様


Fusion株式会社
セノーテ訪問看護ステーション埼玉大宮

　貴方が（または貴方のご家族が）利用しようと考えている訪問看護・介護予防訪問看護（以下「サービス」といいます。）について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明致します。
　当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明致します。

1.サービスを提供する事業者について
	法人名
	Fusion株式会社

	所在地
	〒822-0142　福岡県宮若市竹原355番地１

	連絡先
	TEL：0949-28-7182 /   FAX：0949-28-7184

	代表者氏名
	目﨑　崇

	法人設立年月日
	平成28年10月25日



2.サービスを提供する事業所について
	[bookmark: _Hlk55474072]事業所名
	セノーテ訪問看護ステーション埼玉大宮

	所在地
	〒330-0855
埼玉県さいたま市大宮区上小町468　エルドヴェールⅠ205号室

	連絡先
	TEL：048-871-7947　/  FAX：048-871-7948

	管理者名
	沖田　淳也

	
	

	サービス種類
	訪問看護・介護予防訪問看護

	介護保険指定番号
	１１６６５９２６５３

	通常の事業の
実施地域
	さいたま市大宮区、西区、北区、中央区、桜区、浦和区、見沼区、川越市

	営業日
	月曜日～土曜日
但し、お盆（8/13～8/15）、年末年始（12/30～1/3）を除く。

	営業時間
	午前8:30～午後5:30


＊通常の事業の実施地域以外の方はご相談ください。
＊時間外・休日のサービス提供は相談に応じます。また、電話等による連絡は、24時間可能です。

3.　職員体制
	
	常勤　　　
	非常勤
	計

	管理者兼訪問看護師
	1名
	
	1名

	訪問看護師
	2名
	
	2名




4.　事業の目的・運営方針
(1) 目的
利用者に対し、居宅において利用者がより自立した日常生活を営むことが出来るようにサービスを提供し、支援することを目的とします。
(2) 運営方針
①　利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援します。
②　関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。

5.　サービスの内容
(1) 訪問看護計画書の作成
主治医の指示に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画書を作成します。
(2) サービスの提供
訪問看護計画書に基づき、サービスを提供します。
具体的なサービスの内容
1 病状・障害の観察
2 清拭、洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等の日常生活行動における援助
3 褥瘡の予防、処置
4 リハビリテーション
5 カテーテル等の管理
6 その他医師の指示による医療処置
7 療養生活や介護方法の指導
8 療養上の世話
9 認知症患者の看護

6.　介護保険と医療保険の違い
要支援・要介護認定を受けた方は、介護保険によりサービスを提供致します。
　以下の方は医療保険でサービスを提供致します。
①　要支援・要介護者のうち、末期がんの方、厚生労働大臣が定める疾患などの方、
病状の悪性増悪の方（14日以内）
②　要支援・要介護に該当しない方
③　精神科訪問看護
④　40歳までの医療保険ご加入の方とご家族
⑤　病的な妊産婦と乳幼児
⑥　利用者が以下のサービスを受けている場合
ア：短期入所サービス（介護予防サービスを含む）
イ：特定施設入居者生活介護（介護予防サービスを含む）
ウ：介護・看護一体型の事業所からの定期巡回・随時対応サービス
エ：認知症対応型共同生活介護（介護予防サービスを含む）
オ：地域密着型特定施設入居者生活介護
カ：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
キ：複合型サービス

7.　サービス利用料金
●介護保険（詳細は、別紙料金表をご確認ください。）
　利用料金の1割、2割または3割を利用者に負担していただきます。
　介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用は全額利用者のご負担となります。
①　20分未満　　　　　　　・・・　 314単位（介護予防  303単位）
（週1回以上20分以上の訪問を行った場合に算定）
②　30分未満　　　　　　　・・・　 471単位（介護予防  451単位）
③　30分以上60分未満　　 ・・・　 823単位（介護予防  794単位）
④　60分以上90分未満　　 ・・・ 1,128単位（介護予防1,090単位）
算定方法　
1回訪問単位数×訪問回数×10.70円×負担割合
　＊病気の内容、症状、状況により加算がある場合に上記単位に変動があります。
　＊訪問回数は、医師の指示の下、利用者や介護支援専門員と協議して決定致します。
　＊制度の改正に伴い、上記事項が変更される場合があります。
　
　・緊急時（介護予防）訪問看護加算について
　　ご希望の場合は、別紙同意書をご提出ください。
　　　　緊急時（介護予防）訪問看護加算　Ⅰ　　　・・・　 600単位（1月につき）
　　　　緊急時（介護予防）訪問看護加算　Ⅱ　　　・・・　 574単位（1月につき）

　・訪問に伴う交通費について
　　通常の事業の実施地域への訪問については交通費は含まれています。
　　通常の事業の実施地域を越えて訪問を行う場合も、交通費は徴収しません。

　・キャンセルの場合
　　前日17：30までにご連絡がない場合、キャンセル料として800円を頂戴致します。
但し、体調不良等のやむを得ない場合は除きます。


●医療保険
(1) 社会保険・国民健康保険の場合
　　利用料金の1割～3割を利用者に負担していただきます。
　　自立支援医療対応の場合、利用者のご負担は1割となります。
(2) 後期高齢者医療受給者の場合
　　 利用料金の1割または3割を利用者に負担していただきます。
(3) 生活保護受給者の場合
　　　自己負担はございません。

＊病気の内容、症状、状況により加算がある場合に上記単位に変動があります。
　＊訪問回数は利用者様や介護支援専門員と協議して決定致します。
　　医療保険適用の場合は原則として1日1回、週3回まで保険適応となっております。
　　（特定疾病や急性憎悪、精神科訪問看護などの場合はこの限りではありません。）
＊制度の改正に伴い、上記事項が変更される場合があります。
　
　・24時間対応体制加算について
　　営業時間外の早朝・夜間、深夜の電話相談や訪問は希望者のみの契約となります。
　　上記金額に加えて下記料金が必要となります。
　　　　24時間対応体制加算　イ　　・・・　 6800円（1月につき）×　負担割合
　　　　24時間対応体制加算　ロ　　・・・　 6520円（1月につき）×　負担割合
　・情報提供療養費について
　　利用者の居住地の市町村に対し、訪問看護に関する情報を提供するものです。
　　　　情報提供療養費　　　　　 ・・・　 1500円（1月につき）×　負担割合

・訪問に伴う交通費について
　　通常の事業実施地域への訪問についての交通費は含まれています。

　・キャンセルの場合
　　当日キャンセルの場合、キャンセル料として800円を頂戴致します。
　　前日17：30までのご連絡をお願い致します。

8.　利用料金などのお支払い方法
　原則現金にて集金または銀行振込みとなります。なお、振込手数料につきましては、利用者の負担となります。お支払いの確認が出来ましたら領収書をお渡し致します。医療費控除の還付請求の際、必要になる場合がございますので、領収書は必ずご自宅で保管されますようお願い申し上げます。
　＊利用料金を滞納された場合
　利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料金を1か月以上滞納した場合において、事業者からの催告後2週間以内に滞納額が支払われなかった場合、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、解約し滞納分の請求を行います。

9.　訪問看護師の禁止行為
訪問看護師はサービスの提供にあたって、以下の行為は行いません。
(1)　利用者またはご家族の金銭、預貯金通帳、証書、その他書類等の預かり
(2)　利用者またはご家族からの金銭、物品、飲食等の授受
(3)　利用者の同居家族に対するサービス提供
(4)　身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為
　　（生命や身体を保護するため緊急、やむを得ない場合を除く）
(5)　利用者またはご家族に対しての宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為

10.　サービスの提供にあたって
　(1)　サービスの提供に先立ち、各種保険証に記載された内容を確認させていただきます。
　　　 被保険者の住所などに変更があった場合は速やかにお知らせください。
　(2)　契約を結んだ後サービス提供を開始致します。尚、（介護予防）居宅サービス計画の作成を依頼されている場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
　(3)　主治医の指示に基づき、利用者及びご家族の意向を踏まえた「訪問看護計画書」を
　　　 作成致します。尚、作成した「訪問看護計画書」は、利用者またはそのご家族に内
　　　 容を説明致しますので、ご確認をお願い致します。
　(4)　サービスの終了に関して
　　①利用者のご都合による場合
　　　サービスの終了を希望する日の２週間前までに、文書でお申し出ください。文書で
　　　のお申し出後、サービス終了希望の旨を主治医に報告致します。但し、利用者の病変・急な病気などやむを得ない事情がある場合は、2週間未満の通知でも解約が出来ます。
　　②当事業所の都合による場合
　　　サービスの利用にあたり、次に掲げる行為が認められた場合、事業者は利用者に対して1か月間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することで、この契約を解約することが出来ます。 
・看護師等の心身に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為 　
・事業者又は事業所の運営に支障を与え、又は与えるおそれのある行為 
・その他、適切なサービスの提供を妨げ、又は妨げるおそれのある場合
　　③自動終了（以下に該当する場合、通知なく自動的にサービスが終了致します。）
　　　・利用者が介護保険施設等に入所された場合
　　　・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護度が非該当（自立）となった
　　　　場合（※条件を変更しての再契約が可能です。）
　　　・利用者が亡くなられた場合
　　　・事業者が破産した場合
　　④契約解除
　　　当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合において、文書で通知していただくことで、即座に契約を解除することが出来ます。
　　⑤その他
　　　利用者が病気やけが等で健康上に問題がある場合や、サービス当日にご体調の不良が確認された際はサービスの変更または中止をさせていただく場合がございます。
　　　その場合は、ご家族または緊急連絡先に連絡し、必要な措置を適切に行います。

11.　虐待の防止について
（1）事業者は利用者の人権の擁護・虐待防止の為に以下の必要な措置を講じます。
1 虐待の防止に関する責任者の選定（管理者　沖田　淳也　）
2 成年後見制度の利用の支援
3 職員に対する虐待防止を啓発・普及する為の研修の実施
4 虐待防止検討委員会の定期的な開催、その結果の周知
5 虐待防止のための指針の整備
（2）事業所は、サービスの提供中に職員又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに市町村に通報します。
12.　事故発生時の対応について
　 サービスの提供にあたり事故が発生した場合は市町村、ご家族等に連絡を行い、必要な
　 措置を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行いま
　 す。当事業所は下記の損害賠償保険に加入致しております。
	加入保険会社　／　東京海上日動



13.　秘密保持と個人情報の保護について
　(1)　利用者及びご家族に関して
　　①　事業者は、利用者及びご家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。
　　②　事業者及び職員は、サービスを提供する上で知り得た秘密等を理由なく第三者に漏らしません。
　　③　この秘密を保持する義務は、サービス提供契約の終了後においても継続します。
　　④　事業者は職員に秘密を保持させるため、職員である期間及び職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とします。
　(2)　個人情報の保護について
　　①　事業者は予め同意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者及びご家族の個人情報は用いません。
　　②　事業者は個人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注意を持って管理し、処分の際にも第三者への漏洩を防止致します。
　　③　事業者が管理する情報については利用者のご希望に応じて内容を開示することとし、その結果、情報の訂正や変更がある場合は、利用目的に必要な範囲内で訂正や変更を行います。

14.　緊急時の対応方法について
当事業所におけるサービスの提供中に利用者に容体の急変、その他の緊急事態があった場合は、速やか主治医に連絡し、適切な処置を行います。また、事前の打ち合わせによる救急隊、親族、居宅介護支援事業者など関係各位へ連絡致します。
	利用者様の主治医
	氏　名
	

	
	医療機関の名称
	

	
	所在地
	

	
	電話番号
	



	緊急連絡先
	氏　名
	

	
	住　所
	

	
	電話番号
	

	
	続　柄
	



15．　身分証携帯義務
　 訪問看護員は常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者またはご家族から求められた場合はいつでも提示致します。

16.　サービス提供に関する相談・苦情について
　(1)　利用者及びご家族からの提供したサービスに関わる相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置しております。
　(2)　相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
　　【体制】
　　　　事業所は提供したサービスに関し、介護保険法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出、提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問・照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合は、それに従い必要な改善を行います。
　　【手順】
①　苦情があった場合は、直ちに相談担当者が本人または家族に連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに担当の職員からも事情を確認します。
②　相談担当者が必要があると判断した場合は、事業所の職員全員で検討会議を行います。
③　検討の結果等を踏まえて、必ず翌日までに具体的な対応をします（利用者に謝罪に行く、改善の取り組みの報告等）。
④　記録を台帳（パソコンのデータベース）に保管し、再発防止と今後の改善に役立てます。（サービス完結日から５年間保存）

　(3)　苦情申し立ての窓口
	事業所
	セノーテ訪問看護
ステーション埼玉大宮
管理者　沖田　淳也
	所在地
	〒330-0855
さいたま市大宮区上小町468
エルドヴェールⅠ205号室

	
	
	電話／FAX
	048-871-7947／048-871-7948

	
	
	受付日時
	月曜日～土曜日　8:30～17:30
※ただし、8/13～15、12/30～1/3を除く

	公的団体
	埼玉県国民健康保険団体連合会
	所在地
	〒338-0002
さいたま市中央区大字落合1704

	
	
	電話
	048-824-2568／

	
	
	受付日時
	平日　8:30～12:00、13:00～17:00

	行政機関
	
さいたま市介護保険課
	所在地
	〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4

	
	
	電話
	048-829-1981・048-829-1265

	
	
	受付日時
	平日　8:30～17:15



17.　サービス提供における事業所の義務
　（1）当事業所は、職員の質的向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制
　　　 を整備致します。
　（2）事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存します。




契約書

　　　　　　　　　　　　　　　　様（以下、「利用者」）と、Fusion株式会社（以下、「事業者」）の営む、セノーテ訪問看護ステーション埼玉大宮（以下、「事業所」）は、事業者が利用者に対して行う、訪問看護・介護予防訪問看護（以下、「サービス」）について、次のとおり契約を結びます。

第１条　（契約の目的）
事業者は利用者に対し、医療保険制度・後期高齢者医療制度・介護保険制度等の法令及びこの契約書に従って利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るように、療養生活を支援し心身の機能維持回復を図るためにサービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第２条　（契約期間）
１．この契約の期間は、主治医の指示書に基づき、サービス提供の必要がある限りとします。若しくは第８条に基づく契約の終了まで本契約の定めるところに従って、事業者が提供するサービスを利用できるものとします。
２．介護保険制度での利用の場合は、要介護認定・要支援認定の有効期間満了日までとします。ただし、契約満了日の2週間前までに利用者から文書による契約終了の申し出がない場合には、本契約は同じ条件で更新されるものとします。
３．利用者から事業者に対し、サービス終了を希望する2週間前までに文書による契約終了の申し出があった場合、この契約は終了します。

第３条　（訪問看護計画書の作成・変更）
１．事業者は、医師の診断に基づいて、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、訪問看護計画書・介護予防訪問看護計画書（以下、「訪問看護計画書」）を作成します。
２．訪問看護計画書は、居宅サービス計画または介護予防サービス計画が作成されている場合、その内容に沿って作成します。
３．事業者は、訪問看護計画書の内容を利用者及びその家族に対して説明を行い、同意を得るものとします。
４．次のいずれかに該当する場合、事業者は第１条に規定する契約の目的に従って、訪問看護計画書を変更します。
　　①利用者の心身の状況、環境の変化などにより、訪問看護計画書の変更を要する場合
　　②利用者及びその家族などが、訪問看護計画書の変更を希望する場合
５．事業者は、前項の訪問看護計画書の変更を行う場合、利用者及びその家族に対して書面にて説明を行い、同意を得るものとします。
第４条　（主治医との関係）
１．事業者は、主治医からの指示を文書で受け、サービス提供を開始します。
２．事業者は、「訪問看護計画書」及び「（介護予防）訪問看護報告書」を主治医に提出し、密接な連携を図ります。

第５条　（サービスの内容）
１．利用者が提供を受けることのできるサービスの内容については【重要事項説明書】に記載されているとおりです。
２．事業者は、【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者及びその家族に説明を行います。
３．事業者は、利用者の居宅にサービス従業者を派遣し、第３条によって作成された訪問看護計画書に基づき、利用者に対して【重要事項説明書】に定めたサービスを提供します。

第６条　（サービス提供の記録）
１．事業者は、サービスの実施ごとに内容を記録簿に記入し、サービス終了時に利用者及びその家族の確認を得ることとします。利用者及びその家族からの希望があれば、控えを発行します。
２．事業者は、利用者のサービス実施記録簿を作成し、そのサービスの完結の日から５年間保管します。
３．利用者及びその家族は、当該利用者に係る前項のサービス実施記録簿を事業所の営業時間内に閲覧できます。
４．利用者及びその家族は、当該利用者に係る第２項のサービス実施記録簿の複写物の発行を受けることができます。

第７条　（料金）
１．利用者は、サービスの対価として、定められた利用単位ごとの料金に基づき算定された月毎の合計金額を事業者に支払います。
２．事業者は、当月料金の合計額を請求書に明細を付して翌月に利用者に渡します。
３．利用者は、当月料金の合計額を請求月に支払います。
４．利用者の居宅において、サービスを提供するために使用する水道・ガス・電気・電話などの費用は利用者の負担とします。

第８条　（契約の終了）
１．利用者は、事業者に対して2週間前に文書で通知することで、この契約を解約することが出来ます。ただし、利用者の病変・急な病気などやむを得ない事情がある場合は、2週間未満の通知でも解約が出来ます。

２．サービスの利用にあたり、次に掲げる行為が認められた場合、事業者は利用者に対して1ヶ月間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することで、この契約を解約することが出来ます。 
①看護師等の心身に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為 　
②事業者又は事業所の運営に支障を与え、又は与えるおそれのある行為 
③その他、適切な訪問看護の提供を妨げ、又は妨げるおそれのある場合
３．次の事由に該当した場合、利用者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約をすることが出来ます。
　　①事業者が正当な理由なく、サービスを提供しない場合
　　②事業者が守秘義務に反した場合
　　③事業者が利用者やその家族に対して社会理念を逸脱する行為を行った場合
４．次の事由に該当した場合、事業者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約をすることが出来ます。
　　①利用者からのサービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、支払いを催告したにもかかわらず、2週間以内に支払われない場合
    ②利用者及びその家族などが、事業者やサービス提供の従業者に対して、この契約を継続し難いほどの迷惑行為・背信行為を行った場合
５．次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。
　　①利用者が介護保険施設等に入所した場合
　　②利用者の要介護度・要支援度が非該当（自立）と認定された場合
　　　※この場合は、条件を変更しての再契約が可能です。
　　③利用者が死亡した場合
　　④事業者が破産した場合

第９条　（訪問看護師の交替）
１．利用者は、選任された訪問看護師の交替を希望する場合は、その理由を明らかにし、
　　事業者に対し訪問看護師の交替を申し入れることが出来ます。
２．事業者は、訪問看護師の交替によって、利用者及びその家族がサービスを利用する上で、不利益が生じないよう十分に配慮します。
３．事業者は、選任された訪問看護師が、体調不良などの理由により訪問できない場合は、
　　代替えの訪問看護師を人選し、利用者及びその家族に連絡します。

第１０条　（サービスの中止）
利用者は、サービスの中止を希望する場合、前日17：30までに事業者に連絡します。
その他、【重要事項説明書】に記載されているとおりです。


第１１条　（秘密保持）
１．事業者及び事業者に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た、利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続されます。
２．利用者は、事業者他が行う利用者及びその家族の有する問題や解決すべき課題などについて話し合うためのサービス担当者会議において、利用者及びその家族の個人情報を、情報の共有を行うために用いることを、本契約をもって同意したと見なします。

第１２条　（緊急時の対応）
事業者は、サービス提供中、利用者の病状が急変した場合またはその他必要な場合は、速やかに主治医または家族へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。

第１３条　（賠償責任）
１．事業者は、サービス提供にともない、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に故意や過失がない場合はこの限りではありません。
２．前項の場合において、利用者の重過失によって事故が発生した場合は、事業者が負う損害賠償額は減額されます。

第１４条　（身分証携行義務）
訪問看護師は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族から提示を求められた場合、身分証を提示します。

第１５条　（協議義務）
利用者は、事業者がサービスを提供するにあたり、可能な限り事業者に協力しなければなりません。

第１６条　（連携）
事業者は、サービス提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス
または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

第１７条　（相談・苦情対応）
事業者は、利用者及びその家族からの相談・苦情などに対する窓口を設置し、事業者が提供したサービスに関する利用者の要望・苦情などに対し、迅速かつ誠実に対応します。

第１８条　（本契約に定めのない事項）
１．利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
２．この契約に定めのない事項については、医療保険制度・後期高齢者医療制度・介護保険制度等の法令その他関係諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議の上定めます。

第１９条　（裁判管轄）
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることとし、予め合意します。

●この重要事項説明書兼契約書を2部作成し、1部ずつ保管するものとします。

●この説明、同意の署名・捺印により、重要事項説明書、契約書及び個人情報利用、情報
　提供療養費の算定に同意したものとします。




個人情報利用同意書



私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で
使用することに同意します。
※「個人情報」とは、利用者個人及びご家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。

〈個人情報を使用する目的〉
1当事業所内での利用目的について
1 利用者に提供する医療サービスおよび利用者に提供する介護サービス
2 利用者に係る管理運営業務（会計・経理、医療事故等の報告、サービス向上）
3 保険請求業務
4 ご家族等への病状説明および介護サービスの内容説明
5 ご家族等からのお問い合わせへの回答
2当事業所外での利用目的について
1 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者、行政機関との
連携
2 他の医療機関等からの照会への回答
3 利用者の診療、リハビリ・ケアのために外部の医師等の意見や助言を求める場合
4 検査業務の業務委託、その他の業務委託
5 審査支払機関への診療報酬明細書および介護給付費明細書の提出
6 診療報酬明細書および介護給付費明細書に対する審査支払機関、保険者からの
照会への回答
7 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談また
は届出等
3その他の利用について
1 内部および外部監査機関への情報提供
2 学会等の特例団体から認定を受けるための看護実績報告
3 医療・介護サービスや業務の維持および改善のための基礎資料
4 医療・介護サービス向上のための症例研究および研究活動
5 当事業所で実施する実習
6 個人が特定されない広報活動に関する資料



〈個人情報の第三者提供〉
次のいずれかに該当する場合を除き、本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供いたしま
せん。
1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を
得ることが困難であるとき
3 公衆衛生の向上、または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
4 国の機関や地方公共団体、またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ること
によって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

〈使用にあたっての条件〉
(1)　個人情報の提供は上記目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
(2)　事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容などを記録しておくこと。


	重要事項の説明・契約年月日
	年　　　月　　　日

	説明者
	





上記内容について「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成
11年厚生省令第37号）」第8条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

	事業者
	所在地
	〒822-0142
福岡県宮若市竹原355番地1

	
	法人名
	Fusion株式会社

	
	代表者
	代表取締役　目﨑　崇　　　　　　　　　　　　　

	
	事業所名
	セノーテ訪問看護ステーション埼玉大宮　　　　　 　　印

	
	管理者氏名
	沖田　淳也　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　印







上記内容の説明を事業者から確かに受け、契約内容、個人情報利用に同意致します。

	利用者
	住所
	

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	電話番号
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



	代理人
	住所
	

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（利用者との関係：　　　　　　）



	家族代表
	住所
	

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（利用者との関係：　　　　　　）
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